
令和７年度１１月補正予算案（第６号）について 

 

 

 

１ 概 要  

国の補助金の内示や早急に対応すべきものについて措置し、総額５億円を

計上する。 

 

 

⑴ 主な補正項目 

 

① 介護テクノロジー定着支援事業      ３７２百万円 

・ 介護現場の業務効率化を加速させるため、事業者の介護ロ 

ボットやＩＣＴ機器等の導入経費を支援する予算を増額 

 

② 教員の処遇改善        １１１百万円 

・ 教職調整額の段階的引上げ等、公立の義務教育諸学校等の 

教育職員の給与等に関する特別措置法の改正（令和８年１月 

１日施行）等に伴い、教員の処遇改善を実施 

 

③ 使用料手数料の見直しに伴う対応        ６百万円 

・ 令和８年４月１日に実施する使用料手数料の額の改定等に 

伴うシステムの改修や料金掲示物、ホームページの更新等を 

実施 

 

 

⑵ 繰越明許費の設定 

 

公共事業などに係る令和７年度から令和８年度への 

繰越限度額の設定     ２９，４９０百万円 
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⑶ 債務負担行為の設定 

 

公共事業などに係る債務負担行為の設定   ５，１１３百万円 

（追加分４，３２３百万円、変更分７９１百万円） 
 

・ 債務負担行為を活用した工事施工時期の平準化     １，９６２百万円 

  人材不足が顕著な建設業における安定的な雇用の確保のた 

め令和８年度発注工事を一部前倒して年間工事量を平準化 
 

・ 古代出雲歴史博物館及び古墳の丘古曽志公園の指定管理料   １，９０８百万円 

 
※ 債務負担行為とは、地方公共団体が翌年度以降に債務を負担することについて、 

その原因となる事項、期間及び限度額を予算の内容として定めておくもの 

 

（注）計数については、それぞれ四捨五入によっているため、合計と一致しないものがある。 

 

２ 令和７年度一般会計歳入歳出予算 

  １１月補正後予算額（第５号提案後） (ａ)       ４，９３２億円 

  １１月補正予算額（第６号）       (ｂ)           ５億円 

  補正後予算額         (ａ)＋(ｂ)       ４，９３７億円 
 

     ＊対前年度同期比            ９７．９％ 

    【参考】令和６年度１１月補正後予算額  5,044 億円 

 

３ 財 源 

⑴ 国庫支出金                         ３億円 

⑵ 繰越金                             ２億円 

     合  計                          ５億円 
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